
規 則

�愛媛県規則第９号
愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則（昭和３１年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

改 正 後 改 正 前
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高度化

資金の

種類

貸付対象者
貸付対象

施設

貸付金

の金額
利 率

償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者
貸付対象

施設

貸付金

の金額
利 率

償

還

期

間

据

置

期

間

１ 経

営革

新計

画承

認グ

ルー

プ資

金

経営革新計画

承認グループ事

業を実施する中

小企業者（中小

企業等経営強化

法（平成１１年法

律第１８号）第２

条第１項に規定

する中小企業者

をいう。）及び

組合等（同条第

５項に規定する

組合等をいう。）

経営革

新計画承

認グルー

プ事業の

用に供す

る土地、

建物（関

連施設を

含む。以

下同じ。）

、構築物

（関連施

設を含む

。以下同

じ。）又

は設備

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

年０．４５パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

若しくは緊

急健康被害

等防止貸付

又は次のい

ずれかに該

当する場合

については、

無利子とす

る。

ア～ウ 省

略

省

略

１ 経

営革

新計

画承

認グ

ルー

プ資

金

経営革新計画

承認グループ事

業を実施する中

小企業者（中小

企業等経営強化

法（平成１１年法

律第１８号）第２

条第１項に規定

する中小企業者

をいう。）及び

組合等（同条第

５項に規定する

組合等をいう。）

経営革

新計画承

認グルー

プ事業の

用に供す

る土地、

建物（関

連施設を

含む。以

下同じ。）

、構築物

（関連施

設を含む

。以下同

じ。）又

は設備

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

年０．５０パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

若しくは緊

急健康被害

等防止貸付

又は次のい

ずれかに該

当する場合

については、

無利子とす

る。

ア～ウ 省

略

省

略

２ 省

略

２ 省

略

３ 下

請振

興事

業計

画承

認グ

ルー

プ資

金

下請振興事業

計画承認グルー

プ事業を実施す

る特定下請組合

等（下請中小企

業振興法（昭和

４５年法 律 第１４５

号）第５条第１

項に規定する特

定下請組合等を

いう。）

下請振

興事業計

画承認グ

ループ事

業の用に

供する土

地、建物、

構築物又

は設備

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

年０．４５パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

若しくは緊

急健康被害

等防止貸付

又は次のい

ずれかに該

当する場合

については、

無利子とす

る。

ア～ウ 省

略

省

略

３ 下

請振

興事

業計

画承

認グ

ルー

プ資

金

下請振興事業

計画承認グルー

プ事業を実施す

る特定下請組合

等（下請中小企

業振興法（昭和

４５年法 律 第１４５

号）第５条第１

項に規定する特

定下請組合等を

いう。）

下請振

興事業計

画承認グ

ループ事

業の用に

供する土

地、建物、

構築物又

は設備

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

年０．５０パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

若しくは緊

急健康被害

等防止貸付

又は次のい

ずれかに該

当する場合

については、

無利子とす

る。

ア～ウ 省

略

省

略

４～１０

省略

４～１０

省略

別表第４（第３条―第５条関係） 別表第４（第３条―第５条関係）

高度化

資金の

種類

貸付対象者
貸付対象

施設

貸付金

の金額
利 率

償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者
貸付対象

施設

貸付金

の金額
利 率

償

還

期

間

据

置

期

間

１ 地

域産

業創

造基

盤整

備活

性化

特定会社、一

般社団法人等、

商工会等又は市

町（地域産業創

造基盤整備事業

を行つたものに

限る。）

地域産

業創造基

盤整備活

性化事業

の用に供

する土地、

建物、構

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

年０．４５パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

及び緊急健

康被害等防

止貸付につ

省

略

１ 地

域産

業創

造基

盤整

備活

性化

特定会社、一

般社団法人等、

商工会等又は市

町（地域産業創

造基盤整備事業

を行つたものに

限る。）

地域産

業創造基

盤整備活

性化事業

の用に供

する土地、

建物、構

整備

資金の

１００分の

８０（災

害復旧

貸付及

び緊急

年０．５０パ

ーセント。

ただし、災

害復旧貸付

及び緊急健

康被害等防

止貸付につ

省

略

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号

２１６



告 示

��������������

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第２５０号
愛媛県個人情報保護条例第５条の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

資金 築物又は

設備

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

いては、無

利 子 と す

る。

資金 築物又は

設備

健康被

害等防

止貸付

につい

ては、

１００分の

９０）以

内

いては、無

利 子 と す

る。

２ 省

略

２ 省

略

改 正 後 改 正 前

� 省略

� 公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日

に財団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された

法人をいう。）

� 公益財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団

法人愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をい

う。）

� 公益財団法人えひめ女性財団（平成３年４月１日に財団法人

えひめ女性財団という名称で設立された法人をいう。）

� 公益財団法人愛媛県国際交流協会（平成元年４月１日に財団

法人愛媛県国際交流協会という名称で設立された法人をい

う。）

� 公益財団法人えひめ農林漁業振興機構 （昭和４６年９月８日

に財団法人愛媛県農業開発公社という名称で設立された法人を

いう。）

� 公益財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法

人愛媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）

� 公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター（平成４年４月２４

日に財団法人愛媛県暴力追放推進センターという名称で設立さ

れた法人をいう。）

	 省略

� 愛媛県住宅供給公社

� 省略

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団 （昭和４９年１２月２５日

に財団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された

法人をいう。）

� 財団法人愛媛県文化振興財団 （昭和５５年１２月２６日に財団

法人愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をい

う。）

� 財団法人えひめ女性財団 （平成３年４月１日に財団法人

えひめ女性財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県国際交流協会 （平成元年４月１日に財団

法人愛媛県国際交流協会という名称で設立された法人をい

う。）

� 財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社（昭和４６年９月８日

に財団法人愛媛県農業開発公社という名称で設立された法人を

いう。）

� 財団法人愛媛県動物園協会 （昭和６２年４月１日に財団法

人愛媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）

	 財団法人愛媛県暴力追放推進センター （平成４年４月２４

日に財団法人愛媛県暴力追放推進センターという名称で設立さ

れた法人をいう。）


 省略

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号

２１７



�������
�愛媛県告示第２５２号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

西条市 氷見の一部 平成２９年度から
平成３０年度まで

西条市（氷見の一
部）の地籍図及び
地籍簿

今治市 衣干町３丁目等
６単位区域

平成２９年度から
平成３０年度まで

今治市衣干町３丁
目等６単位区域の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和元年７月５日

�������
�愛媛県告示第２５３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５５号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３１年１月愛媛県告示第１３

号）は、廃止する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５６号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ケーズデンキ新居浜店 新居浜市東田三丁目
乙１１番２５ 外 駐車場の収容台数 １７６台 １１６台 令和２年

２月２５日
令和元年
６月２４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 吉井地区（西条
市） 平成３１年３月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 田野・中川地区
（西条市） 令和元年５月３１日

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５７号
保安林の指定施業要件の変更予定に係る掲示（平成３０年６月愛媛

県告示第６４１号）及び保安林の指定施業要件の変更（平成３０年７月

愛媛県告示第６８９号）は、廃止する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５８号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年４月愛媛県告示第４５

８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５９号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年４月愛媛県告示第４５

８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６０号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７年３月愛媛県

告示第３７１号）、保安林の指定施業要件を変更する旨の通知に係る

掲示（平成２７年７月愛媛県告示第９０５号）、保安林の指定施業要件

を変更する旨の通知に係る掲示（平成２７年７月愛媛県告示第９０６号）、

保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７年１２月愛媛県告

示第１４５８号）、保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７

年１２月愛媛県告示第１４５９号）、保安林の指定施業要件を変更する旨

の通知に係る掲示（平成２８年２月愛媛県告示第１１８号）、保安林の

指定施業要件を変更する旨の通知に係る掲示（平成２８年２月愛媛県

告示第１１９号）、保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成

２８年２月愛媛県告示第１９８号）及び保安林の指定施業要件を変更す

る旨の通知に係る掲示（平成２８年４月愛媛県告示第３８０号）は、廃

止する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字高田甲１２
３８番地
河 野 駿 市

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字高田甲４６
５番地
岩 藤 �美子

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字高田甲４５
８番地１
三 好 霊 月

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡高近村大字高田２３１
番戸
岩 藤 新太郎

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字高田甲５３
５番地
岩 藤 トミ子

抵当権者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字高田甲３８
１番地
藤 堂 長 美

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡高近村大字高田甲４８
８番地１
岩 藤 春 木

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡岩松村１０５５番地１

泉 栄 吉
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

松山市土居田町７２０番地

濱 田 音二郎
森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

北宇和郡津島町大字山財上組
１０５４番地
大 原 新一郎

森林所有者

宇和島市（次の図に示す
部分に限る。）

宇和島市川内甲２１５９番地１０

兵 藤 登
森林所有者

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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�愛媛県告示第２６１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

大洲市（次の図に示す部分に限る。）、喜多郡内子町（次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

大洲市（次の図に示す部分に限る。）、喜多郡内子町（次の

図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大洲市（次の図に示す部分に限る。）、内子町（次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める準伐期齢

以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

喜多郡内子町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに大洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�愛媛県告示第２６２号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、西予市（次の

図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６３号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東温市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、東温市（次の

図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６４号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号

２２０



１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東温市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、東温市（次の

図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

南宇和郡愛南町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６６号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年５月愛媛県

告示第１８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市由良町乙３０の５

２ 保安林として指定された目的

魚つき

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

愛知県豊田市大林町九丁目９９
番地
中 平 弘 伸

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

大分県別府市南町町内１０７丁
９９番地３
中 岡 正 友

森林所有者

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第２６８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和元年７月５日から１８日まで

�������
�愛媛県告示第２６９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業期間 令和元年８月２７日から

令和２年３月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市、鬼北町、愛南町

�������
�愛媛県告示第２７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画第一種市

街地再開発事業の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁にお

いて公衆の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、松山広域都市計画高度利用地区の決定に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画防火地域

及び準防火地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁にお

いて公衆の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７４号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

電子黒板機能付きプロジェクター
２８０セット

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３１年４月２５日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
１丁目１番地の１５

１９２，７８０，０００円 一般競争入札 平成３１年３月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
四国中央市寒川町字柳ノ元５２３番２地先から

同町同字５２３番１地先まで

旧 ４．２～５．６ ０．０３０

新 ６．０～６．４ ０．０３０

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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�愛媛県告示第２７７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年７月５日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年６月２８日

３ 指定道路の位置

東温市牛渕字上樋１８７５番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．２０メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第２７８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年７月５日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年６月２８日

３ 指定道路の位置

伊予郡砥部町高尾田６６２番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １８．０７メートル

� 幅員 ４．０５メートル

�愛媛県告示第２７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年７月５日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第１４号

令和元年６月２８日
伊予郡松前町大字上高柳字上利水４０１番２

松山市馬木町２２２９番地１
空と風Ａ－１０３号
矢 野 智 和
矢 野 悠 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘第１号８番１から

同町近家乙６７０番３地先まで

旧 ５．７～２７．３ ０．２０４

新 １０．１～３４．９ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘第１号８番１から

同町近家乙６７０番３地先まで
令和元年７月５日

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８３号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線

西予市野村町富野川２０４１番２ 旧 ６．３～８．６ ０．０３４

西予市野村町富野川２０４１番３ 新 ７．５～１０．８ ０．０３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線 西予市野村町富野川２０４１番３ 令和元年７月５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町遊子谷２２１９番から

同町遊子谷２２０１番地先まで
旧 ３．５～１３．０ ０．０９５

西予市城川町遊子谷２２１９番から

同町遊子谷２２１５番２まで
新 ９．０～１３．０ ０．０９５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町遊子谷２２１９番から

同町遊子谷２２１５番２まで
令和元年７月５日

令和元年７月５日 発行

愛 媛 県 報令和元年７月５日 第１８号
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